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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１１月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１２月１１日 ０６時２３分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市藍
あいの

島北方沖 

 大藻
お お も

路
じ

岩灯標から真方位００３°１.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０２.０′ 東経１３０°４８.８′） 

事故の概要 ケミカルタンカー S T O
エステｲーオー

 IRIS
アイリス

は、西進中、また、バージほうえい

は、押船豊栄
ほうえい

丸に押されて南東進中、両船が衝突した。 

 STO IRIS は、右舷船首部ハンドレールに曲損を、また、ほうえい

は、左舷船尾部外板に凹損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー STO IRIS （大韓民国籍）、４９９トン 

８８０８００６（ＩＭＯ番号）、STO CHARTERING KOREA  

CORPORATION 

   ６５.４２ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、９５６kＷ、１９８８年５月２３日 

Ｂ 押船 豊栄丸、１５０トン 

   １３４５５７、松田海運株式会社 

   ３１.０１ｍ×１１.００ｍ×６.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,４７１kＷ（合計）、平成８年４月６

日 

Ｃ バージ ほうえい、約１,７７２トン 

   なし、松田海運株式会社 

７８.４３ｍ×２０.００ｍ×４.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成８年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ６１歳 

   二級航海士免状（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１２年１月１６日 

          （２０１７年１月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４６歳 
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   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２年１２月６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年７月２日 

    免状有効期間満了日 平成３２年１２月５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部ハンドレールに曲損 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船尾部外板に凹損 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北、風力 ７、視界 良好 

海象：波向 北、波高 約３.５ｍ 

日出時刻：０７時１１分 

福岡県北九州、遠賀
お ん が

地区では、１２月１０日１５時４２分に強風及

び波浪注意報が発表され、本事故時も継続中であった。  

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか８人（大韓民国籍２人及びインドネシア共和国

籍６人）が乗り組み、空船で、大韓民国蔚山
うるさん

港に向けて藍島北方沖を

北西進していた。 

船長Ａは、当直の一等航海士に代わって操船を指揮し、約６ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により航行中、船

体の横揺れが大きくなり始めたので、船内の状況を確認させるため、

平成２７年１２月１１日０６時１０分ごろ一等航海士を降橋させた。 

船長Ａは、北寄りの風浪が大きいので、船体の横揺れを軽減できる

よう、出会う風浪を船首斜め前から受けるようにジグザグで航行する

こととし、右転してしばらく北東進した後、左転して西進した。 

船長Ａは、西進を開始して間もなく、前方約３０ｍのところにＣ船

及びＣ船の船尾に嵌
かん

合
ごう

したＢ船（以下「Ｂ船押船列」という。）を認

め、左舵一杯としたものの、どうすることもできず、０６時２３分ご

ろ、Ａ船は、その右舷船首部とＣ船の左舷船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、海上保安庁関門海峡海上交通センターに本事故の発生を

通報した後、関門港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、無人のＣ船とＢ船押船列を構

成し、船長Ｂが単独の船橋当直につき、六連島東方沖を抜錨して海砂

を採取する海域に向かったものの、天候が悪化したので藍島の北西方

約２.８Ｍ付近で引き返し、六連島東方の錨地に向けて東進した。 

船長Ｂは、約８.２knの速力で東進中、０６時１０分ごろ右舷船首

方約２.５～３.０ＭのところにＡ船を初認し、Ａ船の方位の変化がな

かったので右転して南東進した後、Ａ船の注意を喚起させようとして

サーチライトを照射したところ、Ａ船が右転し東進していたので、Ａ

船とは左舷を対して安全に通過するものと思った。 

Ｂ船押船列は、しばらくして、船長Ｂが、Ａ船が左転してＢ船押船

列に向かって来たことに気付き、長音１回の汽笛を吹鳴した後、再度
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長音１回の汽笛を吹鳴したものの、どうすることもできず、Ｃ船の左

舷船尾部とＡ船の右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、海上保安庁に携帯電話で本事故の発生を通報し、関門港

に入港した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＧＰＳプロッター記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項  Ａ船及びＢ船押船列は、法定灯火を表示していた。 

船長Ａは、船体の横揺れを軽減しようとジグザグで航行することに

注意を向け、Ｂ船押船列の存在に気付かなかった。 

船長Ａは、２台のレーダーのうち、１号機を２４Ｍレンジに、２号

機を６Ｍレンジにして作動させていたものの、レーダー画面の中心付

近約０.５～１.０Ｍが真っ白になっていて、他船の映像の確認が困難

な状態であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船は、藍島北方沖を西進中、船長Ａが、船体の横揺れを軽減しよ

うとジグザグで航行することに注意を向け、見張りを適切に行ってい

なかったことから、Ｂ船押船列に気付かずに航行を続け、Ｂ船押船列

と衝突したものと考えられる。 

Ａ船は、レーダー画面の中心付近約０.５～１.０Ｍが真っ白な状況

であったことから、船長Ａがレーダーの海面反射抑制等の調整を適切

に行っていなかったものと考えられる。 

Ｂ船押船列は、藍島北方沖を南東進中、船長Ｂが、Ａ船が右転した

ので左舷を対して安全に通過するものと思い、見張りを適切に行って

いなかったことから、Ａ船が左転してＢ船押船列に向かって来たこと

に気付き、汽笛を吹鳴したものの、どうすることもできず、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、藍島北方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船押船列

が南東進中、船長Ａが、船体の横揺れを軽減しようとジグザグで航行

することに注意を向け、また、船長Ｂが、Ａ船が右転したので左舷を

対して安全に通過するものと思い、共に見張りを適切に行っていなか

ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レーダーを使用して見張りを行う際は、天候や海面状態に合わせ

て、海面反射抑制装置や雨雪反射抑制装置等の調整を適切に行う

こと。 

・常時適切な見張りを行い、相手船が避航動作をとっていないとき
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は、自船が衝突を避けるための動作がとれるよう、心構えをして

おくこと。 
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付図１ 航行経路図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     拡大図 

 

 

 

Ｂ船押船列 

（ＧＰＳプロッター） 

Ａ船 

事故発生場所 

（平成２７年１２月１１日 ０６時２３分ごろ発生） 
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時 刻 
船 位※ 

船首方位※ 対地針路※ 対地速力 
北 緯 東 経 

（時:分:秒） （°－′－″） （°－′－″） （°） （°） （kn） 

6:09:01 34-01-14.5 130-49-27.2 326 322.6  6.5 

6:10:01 34-01-19.0 130-49-22.9 327 319.0  5.7 

6:11:01 34-01-23.5 130-49-18.9 327 322.5  6.8 

6:12:00 34-01-29.0 130-49-13.9 326 320.0  6.5 

6:13:00 34-01-33.5 130-49-09.4 326 317.1  5.9 

6:14:00 34-01-38.4 130-49-04.8 326 320.8  5.7 

6:15:00 34-01-43.1 130-49-00.4 002 331.1  5.3 

6:16:00 34-01-48.1 130-49-02.2 022 027.6 5.9 

6:17:00 34-01-53.1 130-49-06.8 047 047.6 6.9 

6:18:00 34-01-56.5 130-49-14.7 044 065.5 7.9 

6:19:00 34-02-00.3 130-49-19.2 334 018.5 3.9 

6:20:02 34-02-01.9 130-49-15.5 252 259.7  6.4 

6:21:01 34-01-59.1 130-49-07.5 266 247.8  8.4 

6:22:02 34-01-58.7 130-48-58.1 274 273.3  7.7 

6:23:02 34-01-57.3 130-48-50.0 183 234.9  6.9 

6:24:02 34-01-52.8 130-48-53.0 062 112.9  6.2 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方

位は真方位である。（付表２において、同じ。） 

 

 

 

               （プロットは２ケーブルごと） 

 

船 位 

北 緯 東 経 

（°－′－″） （°－′－″） 

34-02-20.6 130-46-33.7 

34-02-23.3 130-46-48.2 

34-02-26.3 130-47-02.5 

34-02-29.3 130-47-16.7 

34-02-29.9 130-47-31.4 

34-02-29.7 130-47-46.3 

34-02-28.8 130-48-07.9 

34-02-22.3 130-48-13.0 

34-02-14.4 130-48-24.2 

34-02-06.8 130-48-35.7 

34-01-58.5 130-48-46.2 

34-01-47.6 130-48-52.8 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

付表２ Ｂ船のＧＰＳプロッター記録（抜粋） 

 


